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【
解

説
】

|
本

文
書

行
政

機
関

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
三

号
は

、
法

人
等

に
関

す
る

情
報

及
び

事
業

を
営

む
人

の
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
の

不
開

示
情

報
と

し
て

の
要

件
を

定
め

る
も

の
で

あ
る

。

第
四

号
は

、
国

の
安

全
等

に
関

す
る

情
報

の
不

開
示

情
報

と
し

て
の

要
件

を
定

め
る

も
の

で
あ

る
。

第
五

号
は

、
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
の

不
開

示
情

報
と

し
て

の
要

件
を

定
め

る
も

の
で

あ
る

。

第
六

号
は

、
審

議
検

討
等

情
報

の
不

開
示

情
報

と
し

て
の

要
件

を
定

め
る

も
の

で
あ

る
。

第
七

号
は

、
事

務
又

は
事

業
に

関
す

る
情

報
の

開
示

情
報

と
し

て
の

要
件

を
定

め
る

も
の

で
あ

る
。

開
示

・
開

示
の

基
本

的
考

え
方

開
示

請
求

権
制

度
は

、
個

人
が

、
行

政
機

関
が

保
有

す
る

自
己

に
関

す
る

個
人

情
報

の
正

確
性

や
取

扱
い

の
適

正
性

を
確

認
す

る

上
で

重
要

な
制

度
で

あ
る

た
め

、
本

法
で

は
、

不
開

示
情

報
以

外
は

開
示

す
る

義
務

を
負

う
と

の
原

則
開

示
の

枠
組

み
と

し
て

い

る
。

一
方

で
、

本
人

や
第

三
者

、
法

人
等

の
権

利
利

益
、

国
の

安
全

、
公

共
の

利
益

等
も

適
切

に
保

護
す

る
必

要
が

あ
り

、
本

人

に
対

し
て

開
示

す
る

こ
と

に
よ

る
利

益
と

開
示

し
な

い
こ

と
に

よ
る

利
益

と
を

適
切

に
比

較
す

る
必

要
が

あ
る

。

こ
の

た
め

、
本

法
で

は
、

開
示

し
な

い
こ

と
に

合
理

的
な

理
由

が
あ

る
情

報
を

開
示

情
報

と
し

て
で

き
る

限
り

明
確

か
つ

合
理

的
に

定
め

、
こ

の
不

開
示

情
報

が
含

ま
れ

て
い

な
い

限
り

、
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

を
開

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
し

て
い

る
。

不
開

示
情

報
の

類
型

と
構

成

ア
本

条
各

号
の

不
開

示
情

報
は

、
保

護
す

べ
き

利
益

に
着

目
し

て
分

類
し

た
も

の
で

あ
り

、
あ

る
情

報
が

各
号

の
複

数
の

不
開

示

情
報

に
該

当
す

る
場

合
が

あ
り

得
る

。
し

た
が

っ
て

、
あ

る
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

場
合

は
、

本
条

の
各

号
の

不
開

示
情

報

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

本
法

の
不

開
示

情
報

の
構

成
は

、
基

本
的

に
情

報
公

開
法

の
不

開
示

情
報

の
構

成
に

準
拠

し
て

い
る

。
す

な
わ

ち
、

多
様

な
情

報
に

関
し

、
可

能
な

限
り

明
確

か
つ

実
質

的
な

判
断

に
よ

り
開

示
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

不
開

示
に

よ
り

保
護

し
よ

う
と

し

て
い

る
情

報
の

類
型

(
個

人
に

関
す

る
情

報
、

法
人

に
関

す
る

情
報

、
国

の
安

全
等

に
関

す
る

情
報

公
共

の
安

全
等

に
関

す
る

情
報

、
審

議
検

討
中

の
情

報
事

務
に

関
す

る
情

報
)

ご
と

に
定

性
的

な
支

障
の

有
無

等
を

規
律

す
る

と
い

う
方

式
を

採
用

し
て

い
る

。
ま

た
、

情
報

公
開

法
と

同
様

に
、

部
分

開
示

、
裁

量
的

開
示

、
存

否
応

答
拒

否
の

仕
組

み
も

採
用

し
て

い
る

。

(
参

考
)

情
報

公
開

法
の

不
開

示
情

報
と

の
異

同

ア
情

報
公

開
法

の
法

目
的

は
、

政
府

の
有

す
る

そ
の

諸
活

動
を

国
民

に
説

明
す

る
務

を
全

う
す

る
こ

と
に

あ
る

。
ま

た
、

情
報

は
そ

れ
が

転
々

流
通

す
る

こ
と

を
妨

げ
ら

れ
な

い
と

い
う

特
質

を
有

す
る

。
こ

の
た

め
、

情
報

公
開

法
に

お
い

て
は

、

開
示

請
求

者
に

行
政

文
書

が
開

示
さ

れ
る

と
い

う
仕

組
み

で
あ

り
な

が
ら

、
不

開
示

情
報

に
該

当
す

る
か

否
か

の
判

断
に

当

た
っ

て
、

開
示

請
求

の
対

象
で

あ
る

行
政

文
書

が
国

民
一

般
に

公
開

さ
れ

る
こ

と
を

前
提

と
し

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

示
請

求
者

本
人

の
個

人
情

報
を

記
録

し
た

行
政

文
書

に
対

す
る

開
示

求
で

あ
っ

て
も

、
開

示
者

が
誰

で
あ

る
か

を
確

認
し

な
い

し
、

本
人

か
ら

の
開

示
請

求
と

い
う

事
も

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

点
に

つ
い

て
情

報
公

開
法

の
立

案
の

基
礎

と
な

っ
た

行
政

改
革

委
員

会
の

「
情

報
公

開
法

制
の

確
立

に
関

す
る

意
見

」
(

平
成

八
年

)
に

お
い

て
は

、

「
本

人
開

示
の

問
題

は
、

基
本

的
に

は
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

制
度

の
中

で
解

決
す

べ
き

問
題

」
と

指
摘

し
て

い
た

。

こ
れ

に
対

し
本

法
に

お
け

る
開

示
請

求
権

制
度

は
、

本
人

が
自

己
の

個
人

情
報

の
取

扱
い

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
た

め
の

も
の

で
あ

り
、

ま
た

、
公

に
な

れ
ば

自
己

の
不

利
益

と
な

る
情

報
を

他
に

漏
ら

す
こ

と
も

通
例

で
は

想
定

す
る

必
要

は
な

い
。

こ

第
一

四
条

(
保

有
個

人
情

報
の

開
示

義
務

)
七

九

-

七八

都
庁

旧
図

書



行
政

機
関

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

審
査

基
準

の
策

定

の
た

め
、

本
法

に
お

い
て

は
、

不
開

示
情

報
に

該
当

す
る

か
否

か
の

判
断

に
当

た
っ

て
、

特
定

の
開

示
請

求
者

に
対

す
る

開

示
を

前
提

と
し

て
い

る
。

そ
れ

に
伴

い
、

行
政

機
関

の
長

に
対

し
開

示
請

求
者

が
当

該
開

示
請

求
の

対
象

と
な

る
保

有
個

人

情
報

の
本

人
で

あ
る

か
否

か
を

確
認

す
る

こ
と

を
義

務
付

け
て

い
る

。
た

だ
し

、
あ

る
特

定
者

に
関

す
る

保
有

個
人

情
報

が
、

同
時

に
、

他
者

の
個

人
情

報
、

法
人

に
関

す
る

情
報

等
と

し
て

の
意

味
内

容
を

有
す

る
こ

と
は

少
な

く
な

い
。

こ
れ

ら

の
意

味
内

容
を

有
す

る
部

分
に

つ
い

て
情

報
公

開
法

と
整

合
性

を
保

た
せ

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
。

こ
の

よ
う

な
考

え
方

か

ら
本

条
に

お
い

て
は

、
保

有
個

人
情

報
の

本
人

の
利

益
を

保
護

し
よ

う
と

す
る

特
別

の
不

開
示

情
報

と
い

え
る

第
一

号
を

除

き
、

基
本

的
に

情
報

公
開

法
第

五
条

各
号

と
の

整
合

性
を

保
持

し
て

い
る

。

情
報

公
開

法
の

運
用

・
解

釈
に

つ
い

て
は

情
報

公
開

審
査

会
の

答
申

が
相

当
数

蓄
積

さ
れ

て
お

り
、

本
法

の
運

用
・

解
釈

に
つ

い
て

も
大

い
に

参
考

と
な

る
。

保
有

個
人

情
報

の
開

示
・

不
開

示
決

定
は

、
開

示
を

受
け

た
行

政
機

関
の

が
本

条
各

号
の

不
開

示
情

報
が

記
録

さ
れ

て

い
る

か
ど

う
か

を
判

断
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
行

う
。

開
示

決
定

等
は

、
行

政
手

続
法

に
規

定
す

る
申

請
に

対
す

る
処

分
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
の

で
、

各
行

政
機

関
の

は
、

同
法

第
五

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
審

査
基

準
を

策
定

し
、

公
に

す
る

措
置

を
適

切
に

講
ず

る
必

要
が

あ
る

。

審
査

基
準

の
策

定
に

当
た

っ
て

は
、

国
が

判
断

し
や

す
い

も
の

と
す

る
の

み
な

ら
ず

、
国

民
が

開
示

決
定

等
に

つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

想
定

で
き

る
程

度
に

明
確

な
も

の
と

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

二
第

一
号

及
び

第
二

号

御
本

人
の

生
命

、
健

康
生

活
又

は
財

産
を

そ
れ

が
あ

る
情

報
(

第
一

号
)

本
法

の
開

示

制
度

は
、

本
人

に
対

し
て

当
該

本
人

に
関

す
る

保
有

個
人

情
報

を
開

示
す

る
も

の
で

あ
り

、
通

例
は

本
人

の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
は

な
い

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
し

か
し

、
開

示
が

必
ず

し
も

本
人

の
利

益
に

な
ら

な
い

場
合

も
あ

り
得

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

よ
う

な
場

合
に

は
不

開
示

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

例
え

ば
、

カ
ル

テ
の

開
示

の
場

合
、

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
コ

ン
セ

ン
ト

の
考

え
方

か
ら

相
当

程
度

の
病

状
等

を
開

示
す

る
こ

と
が

考

え
ら

れ
る

場
合

が
あ

る
一

方
で

、
患

者
の

精
神

状
態

、
病

状
の

進
行

状
態

等
か

ら
、

開
示

が
病

状
等

の
悪

化
を

も
た

ら
す

こ
と

が
予

見
さ

れ
る

場
合

も
あ

り
得

る
。

ま
た

、
児

童
虐

待
の

場
合

の
よ

う
に

、
虐

待
の

告
発

等
の

本
人

に
関

す
る

情
報

を
親

が
法

定
代

理
人

と
し

て
開

示
請

求
す

る
場

合
も

想
定

さ
れ

る
。

こ
の

よ
う

な
場

合
に

お
い

て
、

本
人

に
関

す
る

保
有

個
人

情
報

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
一

律
に

行
政

機
関

の
長

に
開

示
義

務
を

課
す

こ
と

は
合

理
性

を
欠

く
こ

と
と

な
る

。

号
が

適
用

さ
れ

る
局

面
は

、
開

示
す

る
こ

と
が

深
刻

な
問

題
を

引
き

起
こ

す
可

能
性

が
あ

る
場

合
で

あ
り

、
そ

の
運

用
に

当

た
っ

て
は

、
具

体
的

ケ
ー

ス
に

即
し

て
慎

重
に

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

(
4

)
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
に

関
す

る
情

報
(

第
二

号
本

文
)

開
示

請
求

に
係

る
個

人
情

報
の

中
に

、
本

人
以

外
の

第
三

者
(

個
人

)
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
場

合
が

あ
る

が
、

第
三

者
に

関

す
る

情
報

を
本

人
に

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
第

三
者

の
権

利
利

益
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

第
三

者
に

関
す

情
報

は
不

開
示

情
報

と
し

て
い

る
。

な
お

、
「

個
人

に
関

す
る

情
報

」
は

、
「

個
人

情
報

」
と

は
異

な
る

も
の

で
あ

り
、

生
存

す
る

個
人

に
関

す
る

情
報

の
ほ

か
、

死
亡

し
た

個
人

に
関

す
る

情
報

も
含

ま
れ

る
。

「
(

事
業

を
営

む
人

の
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
を

除
く

。
)

」

「
事

業
を

営
む

個
人

の
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
」

は
、

個
人

に
関

す
る

情
報

に
含

ま
れ

る
が

、
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
で

第
一

四
条

(
保

有
個

人
情

報
の

開
示

義
務

)
一

務
部

庁
園



行
政

機
関

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

事
務

又
は

事
業

に
関

す
る

情
報

を
事

項
的

に
す

べ
て

列
挙

す
る

こ
と

は
技

術
的

に
困

難
で

あ
り

、
実

益
乏

し
い

。
そ

の
た

め
、

各
機

関
に

共
通

的
に

み
ら

れ
る

事
務

又
は

事
業

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

そ
の

適
正

な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
情

報
を

含
む

こ
と

が
容

易
に

想
定

さ
れ

る
も

の
を

「
次

に
掲

げ
る

お
そ

れ
」

と
し

て
イ

か
ら

ホ

ま
で

に
例

示
的

に
掲

げ
た

上
で

、
こ

れ
ら

の
お

そ
れ

以
外

に
つ

い
て

は
、

「
そ

の
他

当
該

事
務

又
は

事
業

の
性

質
上

、
当

該
事

務
又

は
事

の
適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
れ

が
あ

る
も

の
」

と
し

て
包

括
的

に
規

定
し

て
い

る
。

「
次

に
掲

げ
る

お
そ

れ
」

「
次

に
掲

げ
る

お
そ

れ
そ

の
他

当
該

事
務

又
は

事
業

の
性

質
上

、
当

該
事

務
又

は
事

業
の

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ

が
あ

る
も

の
」

(
第

七
号

本
文

)

「
次

に
掲

げ
る

お
そ

れ
」

と
し

て
か

ら
ホ

ま
で

に
掲

げ
た

も
の

は
、

各
機

関
共

通
的

に
み

ら
れ

る
事

務
又

は
事

業
に

関
す

る

情
報

で
あ

っ
て

、
そ

の
性

質
上

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

そ
の

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

そ
れ

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

典
型

的
な

支
障

を
挙

げ
た

も
の

で
あ

る
。

こ
れ

ら
の

事
務

又
は

事
業

の
外

に
も

、
同

種
の

も
の

が
反

復
さ

れ
る

よ
う

な
性

質
の

事
務

又
は

事
業

で
あ

っ
て

、
あ

る
個

別
の

事
務

又
は

事
業

に
関

す
る

情
報

を
開

示
す

る
と

、
将

来
の

同
種

の
事

務
又

は
事

業
の

適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
等

、
そ

の
他

当
事

務
又

は
事

業
の

性
質

上
、

当
該

事
務

又
は

事
業

の
適

正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
」

が
あ

り
得

る
。

「
当

該
事

務
又

は
事

業
の

性
質

上
、

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
」

当
該

事
務

又
は

事
業

の
本

質
的

な
性

格
、

具
体

的
に

は
、

当
該

事
務

又
は

事
業

の
目

的
、

そ
の

目
的

達
成

の
た

め
の

手
法

等
に

照
ら

し
て

、
そ

の
適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

趣
旨

で
あ

る
。

本
規

定
は

行
政

機
関

の
長

の
意

的
判

断
を

許
容

す
る

趣
旨

で
は

な
く

、
各

規
定

の
要

件
の

該
当

性
は

客
観

的
に

判
断

さ
れ

る

必
要

が
あ

り
、

ま
た

、
事

務
又

は
事

業
の

根
拠

と
な

る
規

定
・

趣
旨

に
照

ら
し

、
個

人
の

権
利

利
益

を
保

護
す

る
観

点
か

ら
の

開

示
の

必
要

性
等

の
種

々
の

利
益

を
し

た
上

で
「

適
正

な
遂

行
」

と
言

え
る

も
の

で
あ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

「
支

障
」

の
程

度
は

、
名

目
的

な
も

の
で

は
足

り
ず

実
質

的
な

も
の

が
要

求
さ

れ
、

「
お

そ
れ

」
の

程
度

も
単

な
る

確
率

的
な

可

能
で

は
な

く
、

法
的

保
護

に
値

す
る

蓋
然

性
が

要
求

さ
れ

る
。

「
監

査
、

検
査

、
取

締
り

、
試

験
又

は
租

税
の

賦
課

若
し

く
は

徴
収

に
係

る
事

務
に

関
し

、
正

確
な

事
実

の
把

握
を

困
難

に
す

る

お
そ

れ
又

は
違

法
若

し
く

は
不

当
な

行
為

を
容

易
に

し
、

若
し

く
は

そ
の

発
見

を
困

難
に

す
る

お
そ

れ
」

(
第

七
号

イ
)

M
「

監
査

、
検

査
、

取
締

り
、

試
験

又
は

租
税

の
賦

課
若

し
く

は
徴

収
」

「
監

査
」

と
は

、
主

と
し

て
監

察
的

見
地

か
ら

、
事

務
又

は
事

業
の

執
行

及
び

財
産

の
状

況
の

正
否

を
調

べ
る

こ
と

を
い

う
。

「
検

査
」

と
は

、
法

令
の

執
行

確
保

、
会

計
経

理
の

適
正

確
保

、
物

資
の

規
格

等
の

証
明

等
の

た
め

に
帳

簿
書

類
そ

の
他

物
件

等
を

調
べ

る
こ

と
を

い
う

。

「
取

締
り

」
と

は
、

行
政

上
の

目
的

に
よ

る
一

定
の

行
為

の
禁

止
、

又
は

制
限

に
つ

い
て

適
法

適
正

な
状

態
を

確
保

す
る

と

と
を

い
う

。

「
試

験
」

と
は

、
人

の
知

識
、

能
力

等
又

は
物

の
性

能
等

を
試

す
こ

と
を

い
う

。

「
租

税
」

に
は

、
国

税
、

地
方

税
が

あ
る

。
「

武
器

」
と

は
、

国
又

は
地

方
公

共
団

体
が

、
公

租
公

課
を

特
定

の
人

に
割

り
当

て

て
負

担
さ

せ
る

こ
と

を
い

い
、

「
収

」
と

は
、

国
又

は
地

方
公

共
団

体
が

、
租

税
そ

の
他

の
収

入
金

を
取

る
こ

と
を

い
う

。

イ
「

正
確

な
事

実
の

把
握

を
困

難
に

す
る

お
そ

れ
又

は
違

法
若

し
く

は
不

当
な

行
為

を
容

易
に

し
、

若
し

く
は

そ
の

発
見

を
困

難

に
す

る
お

そ
れ

」

監
査

等
の

事
務

は
、

い
ず

れ
も

事
実

を
正

確
に

把
握

し
、

そ
の

事
実

に
基

づ
い

て
評

価
、

判
断

を
加

え
て

、
一

定
の

決
定

を
伴

第
一

四
条

(
保

有
個

人
情

報
の

開
示

義
務

)
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